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高齢者運転免許証

自主返納支援事業について 地域包括支援センター ℡86-0112

　 に る を るため、

を した方に して、

ク （ 料 24 り）

を しま 。

い わ 　

課地域

●対　　象　65 歳以上で認知症により介護認 
　定を受けている方で、免許証の有効期限内に
　自主的に返納した方。

●申込方法　申請書に山形県公安委員会が発行
　する運転免許証の取消通知書の写しを添えて
　健康福祉課へ提出してください。
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縮
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― 高齢者の免許証更新講習制度が変わります ―平成 29 年３月施行で道路交通法が一部改正されます。

●18　　 広報しらたか　2016.12.12


